














令和６年度［第 36-I5720-03 号］（国）135 号ほか道路維持 

静岡県・下田市一体型道路包括管理業務委託（13-01）契約書 

 

静岡県（以下「発注者」という。）と●●との間に、（国）135 号ほか静岡県・下田市一体型道路包

括管理業務委託業務（以下｢委託業務｣という。）について次のとおり契約を締結する。 

 （目的） 

第 1 条 発注者は、発注者が別に定める「（国）１３５号ほか静岡県・下田市一体型道路包括管理業

務委託要求水準及び特記仕様書」（以下｢要求水準書｣という。）に定める委託業務の処理を受注者

に委託し、受注者は、これを受託する。 

 （委託期間） 

第２条 この委託期間は、令和６年 10月 1日から令和７年 10 月 31 日までとする。 

 （委託費） 

第３条 発注者は、受注者に対し委託業務を処理するための費用（以下「委託費」という。）として、

金●●●●円（うち消費税及び地方消費税の額●●●円）を支払うものとする。 

 （支払方法） 

第４条 受注者は、委託期間の４半期に一度、要求水準書に定める定例会議において、業務の内容

を確認した後、別に定める金額を請求する事ができる。 

２ 受注者は、定例会議後の請求を行わないときは、委託業務の完了後に委託費を請求することが

できる。 

３ 発注者は、適正な請求書を受理した日から 30日以内に支払うものとする。 

 （契約の変更） 

第５条 発注者又は受注者は、この契約を変更しようとするときは、その理由を記載した書面によ

り、その相手方に申し出なければならない。 

２ 発注者は、必要があるときは受注者と協議の上、委託業務の内容を変更することができる。 

 （権利義務の譲渡等の禁止） 

第６条 受注者は、第三者に対し、委託事務の全部若しくは一部の実施を委託し、若しくは請け負

わせ、又はこの契約に基づいて生じる権利義務を譲渡してはならない。ただし、書面により発注

者の承認を受けた場合は、この限りではない。 

 （契約の解除） 

第７条 発注者又は受注者は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を解除しよう

とするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。 

２ 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

(1) 受注者が委託期間内に委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと発注者が認

めるとき。 

(2) 受注者が故意又は重大な過失により発注者に損害を与えたとき。 

(3) 受注者が不正な手段で入札に参加したことが判明したとき。 

(4) 受注者が正当な理由がないのに、発注者の指示に従わないとき。 

(5) 受注者がこの契約に基づく義務を履行しないとき。 

(6) 受注者が次のアからキに該当したとき。 

  ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号。以下イにおい



て「法」という。）第２条第２号に該当する団体 
   イ  個人又は法人の代表者が暴力団員等（法第２条第６号に規定する暴力団員（以下イにおい

て「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。ウ及

びオからキまでにおいて同じ。）である者 
   ウ  法人の役員等（法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をい

う。）が暴力団員等である者 
エ  自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもっ

て暴力団の利用等をしている者 
オ  暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極

的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者 
  カ  暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 
  キ  暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用している者 

３ 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。 

 （損害賠償責任） 

第８条 受注者は、次のいずれかに該当したときには、直ちにその損害を被害者に賠償しなければ

ならない。 

(1) 受注者が委託業務の実施に関し、発注者又は第三者に損害を与えたとき。 

(2) 前条第２項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者が発注者に損害を与

えたとき。 

２ 受注者は、前条第２項の規定による契約の解除により損害を受けた場合において、発注者に対

し、その損害の賠償を請求することができない。 

 （定めにないものに係る負担） 

第９条 受注者は、この契約書又は要領に定めのない事項であっても、委託業務の性質上必要なも

のは、発注者の指示に従い、受注者の負担で実施しなければならない。 

 （主任担当者の通知） 

第 10 条 発注者及び受注者は、委託業務を主として担当する職員（以下「担当技術者」という。）

を定め、相互にその氏名その他必要な事項を通知するものとする。担当技術者を変更したときも

同様とする。 

（指示等及び協議の書面主義） 
第11条 この委託業務に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除

（次項において「指示等」という｡)は、書面または電子データにより行わなければならない。 
２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項

に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行

った指示等を書面または電子データに記録し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。 
３ 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容

を書面または電子データに記録するものとする。 
（主任技術者等に対する措置請求） 
第12条 発注者は、主任技術者又は受注者の使用人若しくは第６条の規定により受注者から業務を

委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受

注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することがで



きる。 
２ 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その

結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 
３ 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対し

て、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 
４ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その

結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 
（業務計画書の提出） 

第13条 受注者は、この契約締結後７日以内に業務計画書を作成し、発注者に提出しなければなら

ない。 
２ 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から７日以内に、受注

者に対してその修正を請求することができる。 
３ この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は

、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。こ

の場合において、第１項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替

えて、前２項の規定を準用する。 
４ 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 
 （処理状況の報告等） 

第 14条 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況を受注者に報告させ、又は自

らその調査をすることができる。 

（委託業務完了届の提出） 

第 15条 受注者は、委託業務が完了したときは、速やかに要領に定める委託業務完了届に関係書類

を添えて、発注者に提出しなければならない。 

（検査及び引渡し） 

第 16条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10日以内に、受注者の

立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、かつ、

当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 

３ 発注者は、前項の規定により検査に合格した旨の通知をしたときは、業務が完了されたものと

みなす。 

４ 受注者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなけ

ればならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前３項の規定を準用する。 

 （秘密の保持） 

第 17条 受注者は、委託業務を処理する上で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

 （データの複写及び複製の禁止） 

第 18条 受注者は、委託業務に係る一切のデータを複写し、又は複製してはならない。 

 （データ等の廃棄） 

第 19条 受注者は、委託業務の終了後において、データその他記録媒体等の廃棄をするときは、あ

らかじめ発注者の承認を受けるものとし、廃棄に際しては、第三者の利用に供されることのない

ように厳重な注意をもって処分しなければならない。 



 （委託費の処理） 

第 20 条 発注者又は受注者が第７条の規定によりこの契約を解除した場合の委託費の処理は、発

注者が認める既履行部分に相当する金額をもって精算し、その引渡しを受けることができる。 

 (職務規律の保持) 

第 21 条 受注者は、委託業務に従事する受注者の要員の教育指導に万全を期し、風紀及び作業規律

の維持に責任を負うものとする。 

（情報セキュリティの確保） 

第 22条  受注者は、この契約による業務を処理するため情報資産を取り扱う場合は、別記１「情

報セキュリティ対策に関する事項」を遵守しなければならない。 

（個人情報） 

第 23条  受注者は、個人情報の取扱い及び管理について、個人情報保護条例（平成 14年 10 月 25

日静岡県条例第 58号）を始めとする個人情報保護に関する法令の趣旨に従うとともに、「個人情

報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 (臨機の措置) 

第 24 条 受注者は、委託業務の実施上緊急やむを得ないときは、臨機の措置を執らなければならな

い。 

2 受注者は前項の措置を執ったときは、直ちに発注者に報告しなければならない。 

3 発注者は、特に必要を認めるときは、受注者に対して所要の措置を指示することができる。この

場合において、受注者は、直ちに応じなければならない。 

 （その他） 

第 25条 この契約に関するその他の事項は以下のとおりとする。 

２ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 
３ この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 
４ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めが

ある場合を除き、計量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。 

５ この契約及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治 29年法律第 89 号）及び商

法（明治 32 年法律第 48号）の定めるところによるものとする。 
６ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 
７ この契約に係る訴訟の提起又は調停（第 26 条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選

任される調停人が行うものを除く｡)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による

専属的管轄裁判所とする。 

（紛争の解決） 

第 26 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わ

なかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受

注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停

人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用につ

いては、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは

発注者と受注者とで折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、主任技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者

から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関



する紛争については、第14条第２項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第４項の

規定により発注者が決定を行った後若しくは受注者が決定を行わずに同条第２項若しくは第４項

の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第１項のあっせん又は調停の手続を請求

することができない。 
３ 第１項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定す

る手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法（平成８

年法律第109号）に基づく訴えの提起又は民事調停法（昭和26年法律第222号）に基づく調停の申

立てを行うことができる。 
 （定めのない事項の処理） 

第 27条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、発注者、受注者協議の上、決定す

るものとする。 

 

 上記の契約の成立を証するため、この契約書２通を作成し、発注者、受注者記名押印の上、各自

その１通を所持する。 

 

 

 令和６年 月  日 

 

 

(発注者) 住 所  静岡県下田市中５３１－１ 

氏 名  静岡県下田土木事務所長  

          

 

 

(受注者)住 所   

氏 名   

 

 

 

 

 

 

 

支払可能額（第 4 条第 1項） 

区分 履行期間 金額（税込み） 

第 1 期 令和６年 10 月１日～令和７年 12 月 31 日  

第 2 期 令和７年 １月１日～令和７年 ３月 31 日  

第 3 期 令和７年 ４月１日～令和７年 ６月 30 日  

第 4 期 令和７年 ７月１日～令和７年 10 月 31 日  

 


